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神奈川県立近代美術館新館（仮称）等特定事業　

民間資金等活用事業推進委員会第18回合同部会

平成１３年１２月１０日（月）

伊藤忠商事株式会社

建設部　深城／赤松
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公告～入札まで

１．資金調達について

（１）期間３０年

　　　２０年を超える期間のファイナンスについては選択肢が非常に狭まる。

（２）日本政策投資銀行（ＤＢＪ）の低利融資について

　　　ＤＢＪは入札前に具体的な協議に応じることができない状況下、民間にとって低利融資
活用を前提とした提案はリスクが大きい。

　　　従い、入札説明時においての表現方法（関心表明）については気を遣うべき。

２．大規模修繕計画について

収入（平準化）と支払い（大規模修繕発生時）の時期のズレに対しては、税後修繕積立てに
より対応している。 （積立てに対し課税）

しかしながら、平準化された金額に対して毎年物価変動を反映され、民間リスクを軽減させ
ているものの、実際に大規模修繕を行うとき（ＳＰＣが支払をなすとき）に急激な物価上昇が
起こった場合に積立不足が生じる可能性を残している。

従い、急激な物価変動時には、その対応・負担について協議できる等の措置を要望。
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３．独立採算運営業務（喫茶・ﾚｽﾄﾗﾝ、ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟ、駐車場）について

上記運営提案は、ＶＦＭに大きく寄与できるものと思います。

その意味では、このような付帯施設運営は、県が最低保証をした上で、収入に

応じたインセンティブフィー形式の方がリスク分担に見合っているのでは。

受付・監視等を含めた

ﾏﾙﾁジョブ化

食材ロスを抑制する

調理ｼｽﾃﾑ化

美術館の展示方針・考え方を迅
速に運営へ反映させられる体制
づくり

　　　　美術館の企画展開催状況により売上が多大な影響を受ける。（民間の努力範囲を超える）

　　　　県の想定入場者数は１５万人。初年度は見込めたとしても３０年間の予測は不可能。

①人員配置の効率化

効率的な運営方法

②調理システムの効率化 ③事業推進協議会の設置

しかしながら、やはり採算性は美術館利用者によるところがほとんど　→　美術館の運営方針に直結

公告～入札まで
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４．契約保証金について

落札金額の１００分の１０に相当する金額以上の契約保証金

①応募代表企業・ＳＰＣ株主の契約履行保証差入れ

保証金の納付免除を求める場合は、下記の

いずれかを提案できる ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝの問題あるが、負担過大

ｺｽﾄｱｯﾌﾟ・参加意欲の低減等の弊害

公告～入札まで

②建設工事期間中における初期投資の１００分の１０を保険金額とし

　　県を被保険者とする履行保証保険の付保 参加意欲の向上
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落札～現在まで　

１．資金調達について

（１）基準金利の決定日について

５月４月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月

基本協定 SPC設立 仮契約 本契約／基準金利決定 工事着工 関係者協議会要綱書

事業契約の交渉 無利子融資の検討

事業者としては、基準金利の決定後速やかに金利スワップを行な
い完成まで約２年間の金利変動リスクをヘッジすることが不可欠。

無利子融資の活用の有
無により、ｷｬｯｼｭﾌﾛｰが
大幅に変更となる。

（６ページ参照）

無利子融資の検討 ｷｬｯｼｭﾌﾛｰの精査 契約内容の合意

・事業契約（関係者協議会
の要綱書も含む）

・各種業務契約

・直接協定

・貸付契約（ﾀｰﾑｼｰﾄ）　etc

レンダーの同意

（本来であれば
ﾛｰﾝ契約締結）

金利スワップ実行

落札～事業契約～基準金利決定までが、その検討・実務作業に比し、短期間すぎる。（本件は２ヶ月半）落札～事業契約～基準金利決定までが、その検討・実務作業に比し、短期間すぎる。（本件は２ヶ月半）落札～事業契約～基準金利決定までが、その検討・実務作業に比し、短期間すぎる。（本件は２ヶ月半）落札～事業契約～基準金利決定までが、その検討・実務作業に比し、短期間すぎる。（本件は２ヶ月半）

基準金利の決定はもっと余裕を持って欲しい。（例えば本契約締結から６ヶ月後、若しくは完成引渡日等）基準金利の決定はもっと余裕を持って欲しい。（例えば本契約締結から６ヶ月後、若しくは完成引渡日等）基準金利の決定はもっと余裕を持って欲しい。（例えば本契約締結から６ヶ月後、若しくは完成引渡日等）基準金利の決定はもっと余裕を持って欲しい。（例えば本契約締結から６ヶ月後、若しくは完成引渡日等）
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落札～現在まで

（２）ふるさと融資の活用

　　①貸付期間１５年の制限　：　事業者のｷｬｯｼｭﾌﾛｰを大幅に見直す必要が生じる。

事業者のふるさと分以外の借入
返済を１６年以降に厚くする

初期投資に係るｻｰﾋﾞｽ対価をふるさと分と

それ以外の２段階に分けるふるさと分の元本に
対するｻｰﾋﾞｽ対価

ふるさと以外の元本に対するｻｰﾋﾞｽ対価他の借入返済

ふるさと分返済

（ｻｰﾋﾞｽ対価の平準化をベースとして検討） （当初ﾌｧｲﾅﾝｽ枠組みを大きく変更しないで済む）

②年３回程度開催されるふるさと財団の調査委員会に合せなければならない。

　ふるさと融資を活用する場合、県は事業契約変更の議決承認が必要。

この期間のスケジュールは、事業者にとって資金調達に係り非常に重要な時期となる
ため、審査期間等について柔軟な対応を希望。

また、検討の一番最初の時点で活用した場合の公共のメリット算定方法に関する共通
認識が必要と考えます。（総額比較か、現在価値比較か、その場合割引率は？等）

民間としてスケジュールのコントロールができない。
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２．契約内容について（一般競争入札方式のため落札後の変更不可）

（１）不可抗力による損害に関する規定

　　　＜県が負担する場合の予算措置についての問題＞

　　　　事業契約において「本契約は、その締結及び前項の議会による議決により適法、有効
かつ拘束力ある県の債務を構成し、本契約の規定に従い各事業年度内の予算の範
囲内で強制執行可能な県の債務が生じること。」とあり、サービス対価について債務
負担行為が設定されているものの、不可抗力の負担については、上記規定による「各
事業年度内の予算の範囲内で」つまり補正予算に関する議会承認を経なければなら
ない。制度上この表現を変更できないことが問題となった。

落札～現在まで

（２）建設工事に係る完工確認書の交付の規定

「完工確認書」の発行により、本件工事費等の県の支払いが行われること
となるので、事業者・レンダー共これを重視している。

従い、完工確認書の交付条件（検査方法、書面交付までの期間等）を早い
段階で開示・協議して頂く必要がある。
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１．ＢＴＯの場合の火災保険について

　　　　公共が火災保険に加入　　　　　　　ＰＦＩ事業者に起因して建物が滅失した場合に元本支払に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 影響をきたすペナルティまたは求償がなされる事例あり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＰＦＩ事業者としては賠償責任保険を手配することで対応するが

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 金額的に限界がある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２．出資金・劣後ローンの譲渡

　　　　本件の場合、出資金はもちろんのこと、株主が拠出する劣後ローンについても第三者への

　　　　譲渡に関して県の承認事項となっており、その承認は業務不履行時・銀行のステップインを

　　　　想定したものに限られている。（事業者にとっては実質譲渡不可）

　　　　今後、ＰＦＩ案件が増加していく中で資金需要も大きくなるため、将来的に出資金・劣後ローン

　　　　等の譲渡要件の緩和について検討が必要（例えば、一定期間経過後、公共の承認を前提

　　　　として別の株主に譲渡することを認めるなど）。

一般事項

保険会社の求償権放棄またはペナルティの制限を設けられないか。


